
別紙第4号の2書式（平20財令69・追加、平20財令84・旧別紙第4号の3書式繰上）債権差押通知書電子債権記録機関年月日所在地税務署名称殿官氏名下記の滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、下記の電子記録債権を差し押さえます。この通知を受けた後に差押電子記録債権の電子記録をしてもその電子記録は無効です。氏名又は滞納者住所名称年度税目納期限本税加算税加算税延滞税利子税滞納処分費備考円円円円法律による金額法律による金額円円滞納国税等〃〃〃〃〃〃差押電子記録債権（種類及び額）備考第1号書式備考1から5まで及び第3号書式備考2は、この書式について準用する。  


